
金
調
印
古
蹴
志
巻
十
四

を
呼
寄
せ
ら
れ
、
延
寅
二
年
理
右
衛
門
金
津
到
着
以
来
、
武
用
の
茜

染
を
命
ぜ
ら
れ
た
り
。
改
作
所
奮
記
に
載
せ
た
る
、
延
費
三
年
五
月

郡
奉
行
千
秋
牛
右
衛
門
・
林
十
左
衛
門
よ
り
石
川
郡
十
村
役
の
者
へ

の
建
書
左
の
如
し
。

御
染
物
御
用
あ
か
ね
草
公
儀
b
就
-
右
上
一
足
軽
小
頭
中
村
源
内
在
々

よ
り
買
上
候
之
様
被
a

仰
付
一
御
細
工
所
よ
り
被
v
遁
候
。
御
郡
方
よ
り

質
上
物
之
儀
不
v
仕
御
定
に
付
而
、
百
姓
中
迷
惑
不
為
市
様
に
、
相
封
に

而
銭
円
-
御
買
上
-
候
様
に
申
建
候
僚
、
相
封
を
以
源
内
方
ね
寅
渡
、
共
時

々
に
代
銭
可
=
諦
取
-
旨
申
聞
候
。
以
よ
。

五

月

十

日

千
秋
牟
右
衛
門

林

十

左

衛

門

吉

野

村

飯

村
野
匂
一
什

岡

井

村

二

曲

村

河
原
山
村

藤

左

衛

門

太

兵

衛

吉

兵

衛

喜

兵

衛

奥

兵

衛

十
右
衛
門

右
は
茜
屋
理
右
衛
門
金
棒
到
着
に
付
、
染
方
被
v
命
に
依
り
て
‘
茜
草

年
六
月
の
陵
議
骨
官
民
、
首
屋
理
右
衛
門
・
砲
甲
屋
奥
助
申
談
じ
御
用

之
茜
染
仕
る
に
付
、
互
に
秘
体
之
儀
沙
汰
不
v
仕
、
濁
立
右
染
物
仕
間

敷
皆
、
雨
入
誓
紙
於
邑
町
合
所
-
申
付
〈
。
と
あ
り
。
然
れ
ど
も
亀
甲
屋

奥
助
は
下
染
を
設
す
の
み
に
て
‘
共
の
秘
方
は
理
右
衛
門
よ
り
相
停

不
v
致
哉
、
理
右
衛
門
死
後
金
海
に
相
停
の
者
危
き
よ
し
に
て
、
更
に

但
馬
出
石
よ
り
理
右
衛
門
の
弟
田
中
零
粛
を
呼
び
寄
せ
ら
れ
・
さ
て

雪
粛
死
後
再
び
共
の
停
絶
え
た
り
し
か
ど
.
享
保
十
九
年
四
月
の
詮

議
替
に
、
組
甲
屋
奥
助
・
洗
屋
宇
右
衛
門
・
具
足
屋
奥
三
右
衛
門
三
人

茜
染
仕
覚
え
け
る
に
依
り
て
、
向
後
御
用
可
ν
被
=
仰
付
で
此
職
筋
退
陣

不
v
仕
様
可
昌
相
心
得
-
皆
・
先
建
而
被
a
仰
渡
プ
と
載
せ
た
れ
ば
.
享
保

十
五
年
問
中
雲
鏑
死
後
、
右
の
趣
に
詮
議
定
り
た
り
し
と
聞
ゅ
。
さ

れ
ば
夫
れ
よ
り
以
来
細
工
所
に
て
出
来
の
旗
指
物
等
の
染
方
は
‘

亀
岡
奥
助
へ
命
ぜ
ら
れ
染
上
ぐ
る
と
い
へ

E
も
、
共
の
貨
は
茜
染
に

て
無
v
之
‘
朱
染
た
り
し
放
に
、
そ
の
む
か
し
の
茜
染
と
は
甚
だ
逮

弘
、
色
合
も
相
違
し
、
殊
に
雨
露
に
逢
へ
ば
色
鑓
ぜ
り
。
是
共
の
停

法
を
相
停
せ
ざ
る
故
た
り
と
い
へ
り
。
湯
洩
抵
府
田
〈
、
寛
政
の
頃

茜
染
の
事
再
び
詮
議
起
り
、
但
馬
出
石
に
は
茜
染
の
本
家
今
も
連
綿

せ
し
由
聞
ゆ
る
に
付
き
‘
出
石
器
の
仙
石
家
へ
内
分
引
合
の
上
.
金

金
滞
古
蹟
志
血
管
十
四

ニ
O

を
ぽ
加
州
石
川
郡
の
村
々
よ
り
取
集
め
た
る
も
の
友
り
と
開
ゆ
。
但

し
町
合
所
留
記
に
蛾
せ
た
る
.
享
保
十
二
年
五
月
出
石
よ
り
罷
越
し

け
る
理
右
衛
門
弟
零
繍
へ
、
町
役
人
肝
煎
藤
右
衛
門
よ
り
及
a
尋
問
-

言
上
容
に
は
‘
雲
鮪
酋
染
仕
る
に
付
、
茜
草
之
内
茜
染
草
と
申
物
在
v

之
様
に
御
聞
歩
成
、
御
嘗
地
に
も
出
来
候
哉
、
叉
は
但
馬
固
に
在
v
之

哉
、
雲
痛
手
前
様
子
承
合
せ
け
る
底
、
染
草
多
く
は
築
種
に
て
、
一

品
茜
根
と
申
す
も
の
入
る
也
。
因
幡
・
伯
替
の
山
花
出
来
の
首
棋
を

用
弘
、
三
・
四
月
の
内
に
掘
る
也
。
光
年
理
右
衛
門
御
営
地
に
て
相
簿

ぬ
と
い
へ
ど
も
無
v
之
、
御
蛍
地
に
て
出
来
の
染
草
建
ひ
け
る
儀
無
v

之
よ
し
記
載
せ
り
。
文
元
秘
五
年
十
一
月
町
奉
行
の
詮
議
書
に
、
酋

屋
理
右
衛
門
染
候
酋
染
形
附
候
儀
、
先
年
山
崎
屋
藤
右
衛
門
と
申
談

宜
出
来
、
右
藤
右
衛
門
居
候
時
分
は
地
赤
御
紋
自
に
仕
る
ゆ
ゑ
宜
出

来
、
只
今
被
v
命
分
は
地
自
に
て
御
紋
赤
也
。
故
に
糊
を
付
く
る
慮
多

〈
取
扱
ひ
も
た
り
か
ね
‘
共
の
上
煮
染
に
仕
る
ゆ
ゑ
、
糊
浮
ち
ど
み

た
ど
も
ま
ゐ

p.
出
来
方
宜
し
く
難
v
成
旨
理
右
衛
門
申
聞
る
。
頭
取

紺
屋
共
の
内
黒
梅
屋
治
左
衛
門
糊
相
勘
緋
仕
儀
有
v
之
、
理
右
衛
門
と

申
談
じ
染
見
度
よ
し
申
聞
け
、
亀
甲
屋
奥
助
も
先
年
形
付
申
儀
有
v

之
、
理
右
衛
門
と
申
談
じ
染
見
度
よ
し
申
聞
る
。
と
あ
り
て
、
同
六

穂
町
奉
行
高
島
五
郎
兵
衛
吾
が
務
命
を
奉
じ
・
飛
脚
を
以
て
出
石
へ

引
合
に
及
ぶ
と
い
へ
ど
も
・
彼
の
本
家
方
に
彼
是
申
立
の
趣
共
有
v

之
、
相
停
の
事
調
は
宇
し
て
止
み
た
り
。
右
本
家
は
今
も
筒
井
某
と

稀
し
、
仙
石
家
に
於
て
士
列
の
扱
ひ
怠
り
し
と
い
へ
り
。
又
或
人
の

穏
に
、
越
前
勝
山
に
も
茜
染
の
染
法
少
し
く
相
僻
せ
し
者
有
る
よ

し
・
乗
ね
て
風
間
た
り
し
に
、
金
津
町
役
者
の
逮
仕
る
寅
橋
屋
次
郎

助
と
い
ふ
も
の
勝
山
へ
行
き
止
宿
せ
し
に
、
放
錨
屋
怠
る
枕
扉
風
甚

だ
損
じ
‘
下
張
の
紙
出
で
た
る
ゆ
ゑ
‘
何
心
・
泣
く
見
け
る
に
‘
共
の

反
古
に
酋
染
の
秘
法
を
悉
し
く
記
載
せ
し
ゅ
ゑ
、
宿
主
に
所
望
し
て

貰
ひ
来
れ
り
と
ぞ
。
如
何
・
な
る
事
に
て
か
h

る
秘
密
の
偉
容
を
ぽ
反

古
と
な
し
、
扉
風
の
下
張
な
E
K張
込
み
た
る
に
や
.
諒
一
だ
い
ぶ
か

し
き
事
注
り
と
.
寅
橋
屋
次
郎
助
祷
れ
り
と
い
へ
り
。

O
讃

屋

小

路

此
の
小
路
は
、
茜
屋
理
右
衛
門
の
家
の
横
町
に
て
、
小
家
数
戸
あ
り
。

従
前
は
皆
茜
屋
の
貸
屋
左
り
し
と
い
へ
り
。
賓
暦
九
年
火
災
記
K
.

茜
屋
小
路
侍
屋
敷
不
ν
雄
一
焼
亡
と
あ
り
て
.
従
前
は
茜
屋
の
家
腰
よ
り

茜
屋
橋
の
橋
爪
ま
で
を
ば
、
茜
屋
小
路
と
呼
ぺ
り
。
元
総
六
年
の
士

肢
に
、
中
村
平
六
竪
町
あ
か
ね
や
町
と
あ
り
て
、
一
克
緑
の
頃
は
茜
屋




